












































調査・研究 調査・研究

の、再犯者が少ないという見方ができます。

表１　矯正施設退所者の現在の居住先（調査時現在）

Ⅵ．まとめ
　地域生活定着支援センターが、矯正施設退所者の住まい

の変遷及び、必要に応じて適時に福祉関連住居に繋がって

いる実態を追跡・把握し、継続的な地域での生活に一定の

役割を果たしていることが本調査にて明らかになりました。

　また、矯正施設退所者の現在の居住先を類型で見ると、

福祉関連の住居が最も多いものの、矯正施設退所者の「福

祉関連」の住居利用者数を実数で見ると、半数以上の矯正

施設退所者が、一度も「福祉関連」の住居を利用していな

いという結果となり、福祉関連の住居に必ずしも繋がって

いない現状がうかがえます。

　そのため今後の課題として、特別調整の対象者でありな

がら自宅・アパート・公営住宅に帰住する矯正施設退所者

だけでなく、今回の調査で明らかになった、「司法関連」「医

療関連」に帰住（入院）後に自宅・アパート・公営住宅に

転居して生活している矯正施設退所者も含め、福祉関連の

住居に繋がっていない退所者が、どのような社会資源を利

用しているのか、またどのような日中活動をしているのか、

支援者は誰かなど、生活の実態及び福祉的支援の現状を調

査し把握することが求められています。

　これまでの調査研究にご協力頂いた皆様には感謝すると

共に、今後も引き続きのご協力をお願い申しあげます。

Ⅳ．転居ごとに見た福祉関連住居への繋がり
　図３は、転居毎に見た福祉関連の住居との繋がりを示し

たものです。帰住先として福祉関連の住居を利用した退所

者が170人（28.2％）、1回目の転居で福祉関連の住居に移っ

た方が82人（13.6％）、２回目の転居で福祉関連の住居に

移った方が13人（2.2％）、３回目の転居で福祉関連の住居

に移った方が４人（0.7％）、４回目の転居で福祉関連の住

居に移った方が３人（0.5％）という結果で、特別調整対象

の矯正施設退所者であるにもかかわらず、退所後に福祉関

連の住居を利用する矯正施設退所者が272人（45.1％）と

なり、利用しない矯正施設退所者331人（54.9％）より少

ないことがわかりました。

　また、矯正施設退所者が利用した福祉関連の住居として

は、グループホームが165人と最も多く、次いで障害者支

援施設が116人、救護施設が80人という結果となりました

（複数回答）。

図３　転居毎に見た福祉関連の住居との繋がり

Ⅴ．矯正施設退所者の現在の居住先
　今回の調査から現在の居住先を割り出してみると表１に

あるように、福祉関連の住居に居住している矯正施設退所

者が176人（29.2％）と最も多く、次いでその他が153人

（25.4％）、自宅・アパート・公営住宅が148人（24.5％）、

矯正施設（再犯）が57人（9.5％）、医療関連への入院が55

人（9.1％）という結果となりました。

　このうち、転居することなく、帰住先に住んでいる方が

181人（30.0％）にとどまり、７割の方が１回以上転居し

ていることがわかりました。また、１回以上転居している

方の約４割が、半年未満で転居しており、継続した定住者

が少ないという実態が明らかになりました。

　一方、再犯により矯正施設に戻る方は、帰住後が27人

（4.5％）と最も多く、次いで1回目の転居後が16人（2.7％）、

２回目の転居後が８人（1.3％）、３回目の転居後が６人

（1.0％）で、合計57人（9.5％）という結果になりました。

平成28年度版の犯罪白書によると、平成27年の再犯者率

が48.0％であったことから、特別調整対象で、地域生活定

着支援センターがコーディネートを行った矯正施設退所者
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Ⅰ．「キレる」こどもたち
　「うちの子は「すぐキレる」「がまんができない」「ゲー

ムやYouTubeを観るのを全くやめられない」という子育て相

談は、診察時にはほぼ毎日のようにある。

　私のところを訪ねてくる以前に、様々なところ（子育て支

援センター、児童相談所、学校のSCなどなど）で助言を受け

ていることがほとんどなのだが、私のところへやってくると

いうことは、要するに未解決のままというわけである。

　どんな助言をもらったのか聞いてみると「計画を立てるこ

と」「約束をすること」「どうしてキレるのかを聞くこと」

「がまんができたらほめてあげること」……確かにできたら

苦労はない。計画なんて立てても無いようなもの、約束なん

てあっさり破られる、キレる理由を話してくれないから対応

に困る、ほめるところがないんです……と涙ながらに語る

親。上記のような助言が的外れというわけではない。少なく

ともマイナスには作用しない。しかし、悩める親にしてみれ

ば有益な結果が欲しい、こどもの行動が変化して欲しいと

願っている。

　好きなことやりたいことをがまんしたりやめたりするこ

と、穏やかな状態で居続けられることはいずれも、相当なエ

ネルギーを費やす。そのエネルギーとはいったいどこから

やってくるのか？どうやったら貯蓄できるのか？自身を振り

返って考えてみると良い。

　まずは、こどもの時はがまんできなかったけれど、おとな

になったらいつの間にかがまんできるようになっていた、と

いうことは結構多いことに気づくだろう。 エネルギーの貯蓄

は、様々な肯定的経験の蓄積の結果であるが、それは時間経

過によってもたらされるという当然の帰結である。そしてさ

らに、エネルギーを貯蓄できる量も、成長発達とともに増大

する。よって私は「きつい時もありますが、しばらく待って

あげましょう。いずれはきっと今の心配事は薄れていると思

いますよ」という助言は、多くの相談における共通メッセー

ジとしている。無論、待ちきれずしびれをきらしてしまうの

もまた、親なのであり、それは仕方がないことであると付加

して助言している。

　親子ともに、今できることを続けるしかない。複雑に見え

る問題こそ、回答は極めてシンプルだったりするものだ。

Ⅱ．こどもらしさって？
　発達障害のあるこどもたちを診ていて思うこと。教員やデ

イサービスの職員など周囲の大人たちがその子たちに求める

ことの多くが「大人」な対応を学び、そしてすぐにそれを実

践すること、のように感ずる。もしかしてSSTがおかしな広

まりかたをしてるのではないかと勘ぐってしまう。

　あの、発達障害はあるけど、大人じゃありません、こども

なんですよ？そこは分かってますか？

　「こどもらしくていいわね」と言われることはほとんどな

い発達障害のあるこどもたちが、連休明けに私の診察室にた

くさんやってくる。

Ⅲ．万引き
　お金やものを盗ってしまうことを繰り返すこどもたちがい

ます。家庭、学校、スーパーやコンビニなどなど……。なぜ

それを繰り返すのでしょうか？当然いろんな人に叱られます

から、盗ってはいけないことなど百も承知。

　生物学的に制御不能の物欲？「足りていない」何かの代わ

りにもので満たしている？つらい心情からの一時的脱却？な

どこどもの盗みの背景は様々と考えられますが、いずれも盗

み行為を「自らではどうすることもできない」ことが共通点

であることが分かるでしょう。

　よって、「どうしたら盗まないようにできるか」「がまん

の仕方」をこどもに問い続けても解決に至りにくいと考えま

す。路頭に迷ったこどもにとって「盗んでしまった後にどん

な行動をとるべきか」を示し、すぐにでも実行可能かどうか

を話し合うことが大切です。「ああ〜盗ってしまった！」と

気づいたらすぐに返すことができるかどうか、そして、持ち
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主に謝罪できるかどうか、さらに、また盗ってしまった事を

信用できる人へ速やかに伝えられるかどうか、など事後処理

の大切さを繰り返し伝えていきます。事後処理がスムーズに

行えたらそれはほめどころです。盗みそのものは指導しなけ

ればなりませんが、モヤモヤした気持ちのままお説教を終え

ないことが肝要です。事後処理ができたことは肯定的評価を

しましょう。このように、行動で叱られ続けたこどもが今度

は行動でほめられるようになるのです。

　以上のような応対の積み重ねの結果、盗りたくなったけど

盗らずにやり過ごせたということがある時ふと出てきたり

します。そうするとさらにほめられることになります。「足

りていなかった」何かはこれでかなり満たされるでしょう。

ものより人が好きになるかもしれません。つらい心情が少し

ずつ薄まっていくのを実感できるかもしれません。そしてい

つか、ものを盗らなくなっているよね、良い表情しているよ

ねっていう日がくるかもしれません。

Ⅳ．お勉強は大切
　LD（限局性学習症）。努力をしても読めない書けない計算

できない。勉強嫌いは学校嫌いになりやすく、そして学校嫌

いは先生や親嫌いになりやすく、そしてそれはやがて世の中

嫌いになってしまうかもしれません。お勉強なんてできなく

てもいい、と軽々しくは言えません。

　お勉強の手助けは、その子の人生の助けとなるのです。

Ⅴ．沈黙こそコミュニケーション
　緘黙のこどもを診た時に、ニヤリとしてもらうことを私

的目標にしている。脱力した状態を作ってもらいたいため。

おっさんの寒いギャグに付き合ってくれてありがとうと言い

たい。

Ⅵ．型破り
　障害児療育について、個別支援を基本とする従来からのあ

る種の「型」があるように感じられるが、ADHDタイプのこ

どもの持ち味の多くは「優しい」「結構気が利く」「年下の

面倒見がよい」「ひょうきんで人が集まりやすい」など、持

ち味が発揮される場面にはかならず他者が存在する。

　よって、個別支援一辺倒ではこのタイプは持ち味を発揮す

ることがなかなかできず、フラストレーションが残る。退屈

のあまり刺激入力行動が引き起こされ、結局叱られるはめに

なる。これでは何のための療育なのか、分からない。

　多様化しているニーズに対応するためには、従来から用

いられている療育の「型破り」が、既に必要とされる時代に

なっていることに気づかねばならないだろう。

Ⅶ．若者たちへ
　卒業と進学決定とともに治療終結することを伝え、晴れや

かな表情をみせているこどもたち。初診時の表情とは180度

違っている。不安、不信、絶望から、安心、自信、そして希

望に変化。

　少年たちよ、大志をそんなに抱かなくていいから、今でき

ることをやれ、そして続けよ。嫌だな、めんどくさいなとい

う事柄に取り組み続けた成果は、おそらく10年後あたりに

やってくる。

　手にしているものを手放すには、必ず手に入れられるもの

が見つかってからにせよ。

　やりがいのあること、楽しいことが見つからないという

が、それには今の「所属」を全うすることがまず必要。学生

なら学生としての本分を、社会人ならその所属を全うするこ

と。それが土台となって、やりがいのあることや楽しいこと

が乗っかる。忙しくしている人ほどプライベートも充実して

いるというのはそういうことなのだ。

　人生行路っていうのは、ほとんど勾配を感じられない坂

道を登っていくようなもの。いつの間にかそこそこ高いとこ

ろまで上っていた、成長とは常に後からついてくる結果であ

る。

　とにかく、身も心も健康であってほしい。寝て食って、運

動してくだらない話で盛り上がったりする。まずはそれでよ

し。勉強は自分の心地よいテンポでしなさい、お金を稼ぐこ

とはとても大切なこと。

　「わかってる、でもできない」思春期は常に勝敗のつかな

いこころの綱引き状態、何もせずサボっているようにみえる

だろうが、脳内では超必死の大激闘が繰り広げられているの

だ。疲れたら一旦休戦、甘いものでも食べなさい。

　私のところを去る「卒業生」と保護者への、贈る言葉。み

なさん、踏ん張ってね！
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共に生きる

Column
のぞみの園のテニスコートから世界チャンピオンを！

施設資源を地域に開放します
　当法人では、グランドやプール、体育館などを地域の社会資源、公共財

として、また障害者施設の役割や障害者への理解の促進などを図ることを

目的に、他の障害者団体や地域の方々に広く開放しています。

　今回ご紹介する内容は、群馬車いすジュニアテニスチームの子どもたち

がテニスコートを利用するにあたり、当法人で話し合ったこととその対応

です。

　ジュニアチーム（上州W−inds）は、高崎市を中心に活動している団体で、

小学生から高校生までの車いすユーザーの28人、元気いっぱいの子どもた

ちです。

合理的配慮と話し合いの大切さ
　まず、利用されるにあたり、ニーズも様々なことが予想されることから、

代表の方や家族の方に施設と設備を見学していただきました。

　普段あまり意識していなかったのですが、テニスコート以外の周辺設備

がすべてバリアフリーであることに驚かれていました。

　練習に使うコートを確保するのは大変とのことを話されており、場所に

よっては、コートは良くてもトイレや休憩場所が使いづらく、通路が階段

だけの施設など、結果的に使えない場所もあるとのことでした。

　見学を通して、設備面の問題は解消しましたが、子どもたちが実際に使うにあたり、環境整備について要望をい

ただきました。トイレの周りに落ち葉が集まり、車いすのタイヤが滑ったり、中に落ち葉が入り、車いすのタイヤ

に巻き込むこと、通路の芝生が伸びて引っかかってしまうこと、トイレ内にハルンバッグ等を置く場所がないこと、

子供たちの休憩する場所がないことなどについて配慮いただけないかということでした。

　担当者で話し合った際、今年度は予算がないので設備改修はできないとの話が最初に出ましたが、予算のあるな

しではなく、使い勝手をよくするにはどうしたらいいかと考えようということになり、役割を分担して対応するこ

とにしました。

共に生きる社会の実現をめざして
　次の週、早速子どもたちが練習に訪れました。前日までにテニスコートの周辺の落ち葉や通路に伸びきっていた

芝などを取り除き、トイレ内には物がおけるよう手作りで棚を取り付け、コート内には休憩用のテントと長いすを

置きました。このことは子どもたちや家族に大変好評で、その後毎週のように練習に訪れるようになりました。

　独立行政法人であれば合理的配慮は当然義務ですが、人と関わるということは決してそれだけではありません。

最初に予算ありきとなりがちですが、話を聞き、相手の立場を理解し、できるこ

とは協力を惜しまないという姿勢が大切ということを今回のことを通して改めて

学ぶことができました。

　いつの日か、のぞみの園のテニスコートから世界チャンピオンが誕生すること

を夢みながら、子どもたちを応援していきたいと思います。

事業企画部長　原田　将寿
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Column
児童発達支援センター開所式

　平成25年４月に「幼児から大人になるまで切れ目のない支援」「発達障害を有する児童のニーズに応じる」「家

族支援」というキーワードを軸として開設した「れいんぼ〜」はこれまで児童発達支援事業と放課後等デイサー

ビスを行う多機能型事業所として運営してきました。この度、５年目を迎え、利用者や地域のニーズに応えるた

め児童発達支援センターとなり、新たに保育所等訪問支援事業を実施することとなりました。

　平成29年５月９日（火）、「児童発達支

援センターれいんぼ〜」の開所式が執り

行われました。開所式には来賓として高

崎市福祉部長様、群馬県西部児童相談所

長様、群馬県発達障害者支援センター次

長様、高崎市こども発達支援センター所

長様、群馬県教育委員会特別支援教育課

長様にご出席を賜りました。また、れい

んぼ〜の利用者とその保護者も参列し、

賑やかな開所式となりました。

　開所式ではまず始めに当法人の遠藤理

事長よりご挨拶をしました。参列者の

方々へのお礼に続き、「これからは児童

発達支援センターとして地域の拠点とな

り、モデル的な事業を展開していく」と今後の方向性について述べられました。

　次にれいんぼ〜の管理者である有賀診療部長から、れいんぼ〜開設から今日に至る経緯、事業説明などを行い

ました。

　開所式の後には内覧会を行い、児童発達支援センターと新たに改築した放課後等デイサービスを見ていただき

ながら、れいんぼ〜の建物の工夫や支援

の特徴などの説明を行いました。来賓の

方々からは「発達障害を持つ子どもたち

のためによく考えられた建物。この環境

で専門的な療育を受けられることはすば

らしい。今後も地域の拠点となり発展す

ることを期待します」とありがたいお言

葉をいただきました。

　今後とも療育の質を高めながら、蓄積

したノウハウを関係機関と共有し、利用

者や地域に貢献できる施設となるよう努

力してまいりたいと思います。

診療部発達支援課療育支援１係長　星野　亜希子
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Column
事業企画部の業務とは

　事業企画部は、障害者自立支援法の施行に合わせ、平成18年に設置され、以
後、利用者の支援を間接的に提供する部門として、①利用者の支援に関する事
業等の企画・立案、②障害福祉サービスの利用契約の締結や解約、連絡調整、
個別支援計画等に関する総括、③援助・助言、④介護給付費用の請求事務、所
持金の管理、食事の提供および栄養指導等、⑤福祉関係支援者等の研修・養成、
⑥利用者に関するリスクマネージメントに関すること、⑦自己評価や第三者評
価に関することなど、のぞみの園の利用者に限らず、障害者の支援にかかる様々
な分野を担っています。

事業企画部長　原田　将寿

組織体制
　組織は、３課（事業企画・管理課、研修・養成課、相

談支援課）、８係（事業企画係、支援調整係、給付費徴

収係、年金管理係、栄養管理係、研修係、養成係、相談係）

に、地域移行係が平成28年４月に地域支援部から所管

替えされ、現在の体制となっています。（図１）

　人数は、部長１人、課長２人と職員25人（非常勤職員

を含む）です。

中期計画に基づいた実務 〜係の紹介〜
○地域移行係
　今回のテーマである「施設入所利用者の地域移行」に

ついては、地域移行係が事業推進の要となり、利用者の

状況や出身自治体でのサービス提供や地域資源等の情報

収集、家族の意向や状況の把握などを行っています。法

人内においては、診療部、生活支援部、地域支援部それ

ぞれのセクションとの連携・協力体制が築かれており、

利用者が移行した際、困ることのないようにのぞみの園

での生活の様子や状態を細かく伝えられるよう、情報提

供できるようにしています。

○研修係
　次に、のぞみの園の果たすべき役割の一つが「研修・

養成」です。その担当の一つに研修係があります。年間、

約６回から８回、福祉セミナーや中央研修を開催し、全

国の福祉施設職員の支援の向上を目的に、国の政策課題

や障害者支援施設等で必要な支援技術や理論、医療的な

知識などをテーマに実施しています。最近は、発達障害、

高齢知的障害、触法障害者の支援についてとりあげてい

ます。

○事業企画係
　当法人の取組みや調査・研究の成果などに基づき、障

害者施設などからの求めに応じて、専門的・かつ効果的

な援助・助言の提供をしています。ホームページなどを

活用して、全国の関係施設等からの利用拡大を図ってい

るところです。講師派遣を含め、年間約300件を超えて

います。

○相談係
　平成18年11月に地域相談支援センターとして独自に

開設し、翌19年４月には高崎市と委託契約を締結し、障

害者地域相談支援センターとして活動しています。一般

相談は年間7,000件を数えます。主に知的障害者からの

相談を中心にしていますが、最近は児童相談も増えてき

ています。

　最後に、事業企画部は、国立のぞみの園法に示されて

いる「重度の知的障害者に対する自立のための先導的か

つ総合的な支援の提供」について、全国の障害者支援施

設などのより所として、いつでも相談を受けられ、助言

できるよう精力的に取り組んでいきたいと思います。

事業企画局・管理課

研修・養成課

相談支援課

図１　事業企画部　組織体制図

事業企画部

事業企画局

事業企画係

支援調整係

地域移行係

給付費徴収係

年金管理係

栄養管理係

研修係

養成係

相談係

研究係研究課研究部
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のぞみの園 ふれあいゾーンだより

　ふれあい御休所は、利用者の皆様やのぞみの園を訪れた方々が、ゆっくりお茶を飲みながら

日本庭園を眺め、疲れを癒やしていただくことを目的に平成28年６月８日（水）にオープンし

てから、地域の方たちや近隣のお年寄りの交流の場として、また花と緑のまちづくりを目指し

てボランティア活動をしている団体がバスで訪れるなど、障害のある人もない人も、みんなが

楽しめる憩いの場所となっております。

　夏の「ふれあいゾーン」は、緑豊かな自然と小鳥のさえずりを楽しみながら、バラやラベン

ダー等の香りの樹木や草花の芳香を楽しんでいただけます。
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【研修の目的】
　高齢知的障害者の支援は、介護保険制度との関係、健
康管理、介護技術や施設等の整備など、多様な視点から
総合的に検討する課題であります。高齢知的障害者支援
に先駆的に取り組んでいる事業所や当法人の取組につい
て実践報告し、必要な知識と技術を習得していただくこ
とを考えています。

Ⅰ 国立のぞみの園福祉セミナー 2017

①主　　催／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
②期　　日／平成30年２月７日（水）
③場　　所／高崎シティギャラリー（群馬県高崎市）

④定　　員／200名
③募集案内／平成 29年９月頃を予定しています。

１．高齢知的障害者支援セミナー

【研修の目的】
　これまで開催してきた「福祉のサービスを必要とする罪を犯し
た知的障害者等の地域生活支援を行う施設職員等研修会」を今年
度よりプログラムも新たにし、「知的障害のある犯罪行為者への
支援を学ぶ研修会」（基礎研修）として開催します。この領域で
の支援に関する理論と基礎的な知識を得られる研修会です。

Ⅲ 矯正施設等を退所した知的障害者への支援研修

①主　　催／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
②期　　日／大阪会場：平成29年9月11日（月）～12日（火）
　　　　　　東京会場：平成29年9月27日（水）～28日（水）

③場　　所／大阪会場：大阪府立労働センター（大阪市中央区）
　　　　　　東京会場：大田区産業プラザ（東京都大田区）

④定　　員／大阪会場：70名
　　　　　　東京会場：70名
③募集案内／現在受付中です。当法人ＨＰをご覧下さい

１．知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会
　　（基礎研修会）

Ⅳ 国立のぞみの園支援者養成現任研修

【お申し込み・お問い合わせ先】

【研修の目的】
　国立のぞみの園のフィールドを活用して、高齢知的障害者
支援、行動障害者支援、矯正施設等を退所した知的障害者支
援、発達障害児支援に携わる若手職員等を対象として、必要
な知識や技術、関係機関との連携のあり方などについて、実
践を通して学んでいただくことを目的とした実務研修です。

①コ ー ス／・高齢知的障害者支援コース
　　　　　　・行動障害者支援コース
　　　　　　・矯正施設を退所した知的障害者支援コース
　　　　　　・発達障害児支援コース
②期　　日／平成29年４月～平成30年3月（随時受入）
③場　　所／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
③募集案内／現在受付中です。当法人HPをご覧下さい。

【研修の目的】
　矯正施設等退所者への福祉支援について、参加者が互
いの実践等の情報を共有することにより、支援の実践の
深化を図ることを目的にした研修会です。

①主　　催／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
②期　　日／平成30年２月15日（木）～16日（金）
③場　　所／調整中

④定　　員／200名
③募集案内／平成 29年９月頃を予定しています。

２．非行・犯罪行為に至った知的障害者を支援し続
　　ける人のための双方向参加型研修会

【研修の目的】
　知的障害や発達障害に関連した医療分野における最新の
動向や知見について、知識の習得や理解を深めていただく
ことを考えています。今回は大人の発達障害の診療に携
わっている講師をお招きし、講演をしていただきます。

Ⅱ 国立のぞみの園医療福祉セミナー 2017

①主　　催／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
②期　　日／平成29年11月29日（水）
③場　　所／高崎シティギャラリー（群馬県高崎市）

④定　　員／200名
③募集案内／現在受付中です。当法人ＨＰをご覧下さい。

研修・養成

　のぞみの園では、障害福祉や保健医療に従事する皆さまに対して、全国の障害者支援施設や関係機関など
で課題となっている「高齢の知的障害者等への支援」や「著しく行動障害等を有する者等への支援」、「矯正
施設等を退所した知的障害者への支援」、「発達障害児・者等への支援」などをテーマに取り上げ、支援の現
場で役立たせていただくために、下記の研修会やセミナーなどを開催します。
　皆さまのご参加をお待ちしております。

国立のぞみの園　事業企画部研修・養成課
　　　　　　　　　　　　（担当：新井・宮澤）
TEL027-320-1357　FAX027-320-1368
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○障害福祉サービス、地域生活支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のある18歳以上の人たちを対象に、
生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・短
期入所・日中一時支援を提供しています。

TEL.027-320-1416 【事業企画部支援調整係】

○障害児通所支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のあるお子さんを対象に、児童発達支
援・放課後等デイサービスを提供しています。

TEL.027-320-1005 【診療部療育支援係】

○外来・入院診療のご利用について
　障害のある人たちが安心して受診できる医療を提供していま
す。また、医療に関する相談や心理相談も受け付けています。

TEL.027-320-1327 【診療部医事係】

○障害者とそのご家族の相談について
　障害のある人たちや障害のあるお子さんのご家族からのさ
まざまな相談に対応いたします。

TEL.027-327-3520 【事業企画部相談支援係】

○知的障害関係施設等で働いている人たちの相談について

　障害者に対する支援について、知的障害関係施設等で働い
ている人たちからのさまざまな相談に対応いたします。

TEL.027-320-1366　【事業企画部事業企画係】
　
○研修会等の開催、実習生等の受入について

　研修会やセミナーの開催、大学・専門学校などからの学生
等の受入のお問い合わせに対応いたします。

TEL.027-320-1357 【事業企画部研修係】
　
○講師の派遣、ボランティアの受入、施設見学について

　当法人は研修会などの講師として職員の派遣を行っていま
す。このため、講師の派遣、ボランティアの受入や施設見学
等のお問い合わせに対応いたします。

TEL.027-320-1322 【事業企画部養成係】

○刊行物のお支払い方法

　刊行物をご購入いただいた際のお支払いにつきまして、お
客様の利便性を図るため、ゆうちょ銀行の取扱いを始めます。
　振込口座などの詳細は、同封の用紙をご覧ください。

お 問 い 合 わ せ 先 の ご 案 内

【ニュースレター関係連絡先】
TEL.027-320-1613 (総務部) 
FAX.027-327-7628 (直通)

編集事務局からのお願い
　市町村合併や人事異動、事務所の移転などにより、住所や送付先名が変更になりました場合に
は、新しい送付先名等をFAXやE－メールなどで事務局あてにご連絡をいただけますと幸いです。
　お忙しい中お手数をおかけして大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。
『ニュースレター』のバックナンバーは、ホームページ http://www.nozomi.go.jpでご覧いただ
きます。ご関心を持たれた方はぜひご覧ください。

〒370-0865　群馬県高崎市寺尾町2120番地2　TEL.027-325-1501（代表）FAX.027-327-7628
URL http://www.nozomi.go.jp  E-mail webmaster@nozomi.go.jp

１．タクシー利用
　　　所要時間【JR高崎駅（西口）より約15分】
２．バスの利用
　①市内循環バス「ぐるりん」　乗り場8番
　  ・系統番号13：JR高崎駅（西口）乗車
　　　　　　　　　　　～「国立のぞみの園」下車
　  ・系統番号14：JR高崎駅（西口）乗車
　　　　　　　　　　　～「国立のぞみの園」下車
　     所要時間【約40分】
　②のぞみの園定期バス
　   所要時間【JR高崎駅（西口）より約25分】

国立のぞみの園へのアクセス
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